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令和４年度 特保住宅検査員監査の実施について 

（㈱住宅あんしん保証 認定品質住宅） 

 

 

 このたび、特保住宅検査員監査規則に基づき、現場検査の適確性等について特保住宅

検査員を対象とした監査を下記のとおり行うこととしましたのでお知らせいたします。 

 

記 
 

１．監査要領 

(1) 監 査 員 協会は、事業者ごとに特保住宅検査員の中から監査員を２名指名します。

（特保住宅検査員が１名しかいない場合は、１名を指名します。） 

 

監査員   ○ ○ ○ ○ 氏 

監査員   ○ ○ ○ ○ 氏 

 

(2) 対 象 者 令和３年１２月１日から令和４年１１月３０日の間に協会が申込受付を 

した物件について、第１回現場検査を行った特保住宅検査員とします。 

（別紙リスト参照） 

(3) 監査方法 協会指定の「特保住宅検査員監査チェックリスト」による書面監査と 

します。今回は、現地監査は実施いたしません。 

※Ａ１書面監査、Ａ２書面監査及びＣ総合所見に必要事項を記載して 

ください。 

※添付書類の最終ページ「特保住宅 検査員監査チェックリスト」を 

  コピーして使用ください。 

(4) 監査内容 監査員は、監査対象となる特保住宅検査員が実施した「第１回現場検査」 

から無作為に１物件を抽出し、検査チェックシートの記入漏れの有無、  

設計図書等との整合性について確認することとします。 

(5) 監査結果 令和５年２月１７日（金）までに協会にＦＡＸで送付してください。 

            ＦＡＸ ０３－３５１１－０６１６ 

 

※「特保住宅検査員監査チェックリスト」等の書類は、全住協会員専用ホームページ 

(パスワードに協会の電話番号「0335110611」を入力）より、ダウンロードが可能 

です。 

https://www.zenjukyo.jp/topics/article-21125 

 

 

２．本件に関する問合せ先 

(一社)全国住宅産業協会 担当：田頭     電話 ０３－３５１１－０６１１ 

以 上 


